
兵庫県立淡路医療センター 

①患者に介入の必要性を説明 

⑨患者情報提供書に基づき、 

薬学的管理指導計画を策定 

⑥患者情報提供書を作成 

④かかりつけ薬局の確認と 

かかりつけの在宅服薬指導の実施有無および選択など 

在宅訪問薬剤管理指導の流れ（※医師の指示によるもの） 

～その１ 指示から指導まで～  
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⑦医師の押印を 

受けて送付 
⑧患者情報提供書を送付 

 

⑩患者宅へ訪問、 

同意を得て、 

訪問薬剤管理指導を実施 

看護師 

⑤指導薬局の 

情報確定後に 

情報提供 



兵庫県立淡路医療センター 

⑪在宅訪問薬剤管理指導報告書を作成 

⑮内容確認、 

患者へフィードバック 

⑬内容を確認、 
報告書をスキャンし 

カルテに添付 

 
⑭計画書・報告書に基づき 

介入の必要について判断 

在宅訪問薬剤管理指導の流れ（※医師の指示によるもの） 

～その２ 報告書作成からフィードバックまで～ 
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⑫薬学的管理指導計画書、 

在宅訪問薬剤管理指導報告書を送付 
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参考：在宅服薬支援マニュアル その４・訪問 処方～報告まで 日本薬剤師会 


